
令和７年「障害者の雇用状況」集計結果を公表します 

～ 県 内の 民 間 企 業 の 雇用 障 害 者 数 は 過去 最 高 を 更 新 ～  

障害者の雇用の促進等に関する法律では、事業主に対し、常時雇用

する従業員の一定割合（法定雇用率、民間企業の場合は 2.5％）以上の

障害者を雇うことを義務付けています。  

長崎労働局（局長  倉永  圭介）においては、同法に基づき、雇用義

務の対象となる県内の企業・公的機関から毎年６月１日現在の障害者

（身体障害者、知的障害者、精神障害者）の雇用状況について報告を

求めていますが、このたび、令和７年６月１日現在の状況を取りまとめ

ましたので、公表します。  

長崎労働局

職業安定部職業対策課

課        長  田中  信二 

地方障害者雇用担当官  西岡  美麻 

(電話) 095－801－0042 （内線445） 

【民間企業における雇用状況等】※法定雇用率：2.5％ 

※対象企業：企業規模 40.0 人以上の 1,167 社

1. 雇用義務がある県内企業で雇用されている障害者の数は 3,961.0 人で、前年より

125.0 人増加し、過去最高を更新。

2. 長崎県内の民間企業の障害者実雇用率は 2.84％で、前年に比べ 0.04 ポイント低下。

全国の民間企業の障害者実雇用率は 2.41％で、当県は全都道府県中 5 位（昨年 4 位）。 

3. 法定雇用率の達成企業割合は 58.2％で、前年に比べ 0.8 ポイント上昇。全国の法定

雇用率の達成企業割合は 46.0％で、当県は全都道府県中 8 位（昨年 12 位）。

4. 雇用義務のある県内企業 1,167 社のうち 488 社が法定雇用率未達成。

長崎労働局及び各ハローワークは、企業への啓発・助言・指導を引き続き推進。

長 崎 労 働 局 発 表 

令和７年 12月 19 日（金） 

Press Release 
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【地方公共団体等における在職状況等】 

1. 「県等の機関」（注１）

４機関のうち２機関で法定雇用率を達成した。全体の実雇用率は、 2.65％

（全国 3.03％）で前年に比べ 0.45ポイント低下。

（注１）県の機関（長崎県知事部局、交通局、県警察本部）に、特別地方公共団体たる長崎県

病院企業団を加えたもの。法定雇用率は 2.8%。

2. 「市・町の機関」（注２）

２市１町１教育委員会を除いて法定雇用率を達成した。全体の実雇用率は、 

2.90％（全国 2.69％）で前年に比べ 0.05ポイント低下。  

（注２）市町、教育委員会。法定雇用率は 2 .8%。  

3. 「県の教育委員会」（注３）

法定雇用率未達成。実雇用率は、 1.72％（全国2.31％）で前年に比べ 0.44 

ポイント低下。  

（注３）長崎県教育委員会。法定雇用率は 2 .7%。

4. 「地方独立行政法人等」（注４）

５法人すべて法定雇用率を達成。

雇用されている障害者の数は 164.0人（前年 114.5人）で、 49.5人増加。

全体の実雇用率は、2.94％（全国2.67％）で前年に比べ 0.58ポイント上昇。 

（注４）国立大学法人長崎大学に、地方独立行政法人（４法人）を加えたもの。法定雇用率

は 2.8%。

5. 県内の法定雇用率未達成の地方公共団体及び地方独立行政法人等は、前年

同様７機関。
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１ 民間企業における雇用状況 

民間企業（ 40.0人以上規模の企業・法定雇用率 2.5％）において雇用され
ている障害者の数は 3,961.0人で、前年より 125.0人増加した。  

このうち身体障害者は 2,125.5人（対前年比2.9%増）、知的障害者は 1,133.5
人（同1.1%減）、精神障害者は 702.0人（同12.6%増）となった。  

実雇用率は2.84％（前年は2.88％）、法定雇用率達成企業の割合は 58.2％
（前年は57.4％）であった。  

なお、対象企業数は 1,167社（前年は1,135社）で、前年より 32社増加した。

企業規模別の実雇用率は、 500～ 1,000人未満規模企業が最も高く、
3.46％となった。

・ 企業規模別にみると、雇用されている障害者の数は、40.0～100人未満規
模企業で1,084.5人、100～300人未満で1,633.0人、300～500人未満で446.5人、500

～1,000人未満で487.0人、1,000人以上で310.0人。

・ 実雇用率は、40.0～100人未満規模企業で2.51％、100～300人未満で3.08％、
300～ 500人未満で 2.64％、 500～ 1,000人未満で 3.46％、 1,000人以上で
2.53％となった。

なお、民間企業全体の実雇用率 2.84％と比較すると 100～ 300人未満及び
500～1,000人未満規模企業が上回った。  

・ 法定雇用率達成企業の割合を前年度と比較すると、 40.0人～ 100人未満、
500人～1,000人未満規模企業において前年度を上回った。

産業別の実雇用率は、「医療、福祉」（3.56％）が最も高く、「複合サ
ービス事業」（2.99％）と「生活関連サービス業、娯楽業」（2.95％）が
民間企業全体の実雇用率（ 2.84％）を上回った。  

・ 産業別にみると、雇用されている障害者の数は、「建設業」「製造業」
「情報通信業」「運輸業、郵便業」「卸売業、小売業」「学術研究、専門・
技術サービス業」「生活関連サービス業、娯楽業」「医療、福祉」「複合
サービス事業」「サービス業」「その他の産業」で前年よりも増加となっ
た。

雇用されている障害者の数は 3,961.0人で、実雇用率は2.84％となった。 

障害者雇用状況報告の集計結果（概要） 
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未達成企業のうち、62.7％が障害者を一人も雇用していない。

法定雇用率未達成企業（ 488社）のうち、不足数が 0.5人又は１人である企

業（１人不足企業・ 376社）が法定雇用率未達成企業全体の 77.0％となって

いる。  

また、障害者を１人も雇用していない企業（０人雇用企業・306社）は、

法定雇用率未達成企業全体の 62.7％となっている。  

２ 地方公共団体における在職状況 

（１） 県等の機関（法定雇用率 2.8％）

県等の機関に在職している障害者の数は 184.5 人で、前年より 12.0 人減少した。

実雇用率は 2.65％で、前年（3.10％）を下回った。 

県等の機関は４機関中２機関で法定雇用率を達成した。 

（２） 市町の機関（法定雇用率 2.8％）

市町の機関に在職している障害者の数は 478.5 人で、前年より 0.5 人増加した。

実雇用率は 2.90％で、前年（2.95％）を下回った。 

市町の機関は 26 機関中 22 機関が達成。 

（３） 法定雇用率 2.7％が適用される教育委員会（法定雇用率 2.7％）

法定雇用率 2.7％が適用される教育委員会（県教育委員会及び厚生労働大臣が指定

する一定の市町村の教育委員会）に在職している障害者の数は 192.5 人で、前年より

7.5 人減少した。実雇用率は 1.72％で、前年（2.16％）を下回った。 

法定雇用率は未達成。 

３ 地方独立行政法人等における雇用状況 

地方独立行政法人等（法定雇用率 2.8％）に雇用されている障害者の数は 164.0 人で、

前年より 49.5 人増加した。実雇用率は 2.94％で、前年（2.36％）を上回った。 

地方独立行政法人等は５法人中すべての法人が達成。 
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１．民間企業における雇用状況(法定雇用率2.5％）

区分
①　法定雇用障害者数の

算定の基礎となる労働者数
③　実雇用率

④　法定雇用率

　達成企業数
⑤　達成割合

139,396.0人 2.84％ 679/1167 58.2％

(133,372.0人) （2.88％） (652/1,135) (57.4％)

　※ ［　］内は実人員。（　）内は、令和６年６月１日現在の数値。以下同じ。

２．地方公共団体における在職状況

　　　（1）県等の機関（法定雇用率2.8％）

区分
①　法定雇用障害者数の

算定の基礎となる職員数
③　実雇用率

④　法定雇用率

　達成機関数
⑤　達成割合

6,972.5人 2.65% 2/4 50.0%

(6,333.0人) (3.10%) (4/4) (100.0％)

　　　（2）市町の機関（法定雇用率2.8％）

区分
①　法定雇用障害者数の

算定の基礎となる職員数
③　実雇用率

④　法定雇用率

　達成機関数
⑤　達成割合

16,506.0人 2.90% 22/26 84.6%

(16,180.5人) (2.95%) (23/26) (88.5%)

　　　（3）法定雇用率2.7％が適用される教育委員会（法定雇用率2.7％）

区分
①　法定雇用障害者数の

算定の基礎となる職員数
③　実雇用率

④　法定雇用率

　達成機関数
⑤　達成割合

11,214.0人 1.72% 0/1 0.0%

(9,264.5人) (2.16%) (0/1) (0.0%)

県等の機関

市町の機関

478.5人

(478.0人)

総括表

令和７年６月１日現在における障害者の雇用状況

民間企業

②　障害者の数

[384人]

[150人]

②　障害者の数

②　障害者の数

②　障害者の数

184.5人

(196.5人)

3,961.0人

[3,549人]

(3,836.0人)

教育委員会

(200.0人)

[159人]

192.5人
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３．地方独立行政法人等における雇用状況(法定雇用率2.8％）

区分
①　法定雇用障害者数の

算定の基礎となる労働者数
③　実雇用率

④　法定雇用率

　達成法人数
⑤　達成割合

5,572.5人 2.94% 5/5 100.0%

(4,858.0人) (2.36%) (2/5) (40.0%)

注　１

2

3

4

5

164.0人

[127人]

　１及び３の各表の①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数

（対象障害者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種について定められた率を乗じて得

た数）を除いた労働者数である。

　２の各表の①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員

数（旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　法定雇用率2.7％が適用される教育委員会とは、都道府県の教育委員会及び一定の市町村の教育委員会である。(長崎県に

おいては長崎県教育委員会の１機関のみ）

　「地方独立行政法人」とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第２の第９号の法人を指す。

　各表の②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計である。法令上、短時間労働者

以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外

の身体障害者及び知的障害者である短時間労働者並びに重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時

間労働者については、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。

　ただし、重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間労働者については、１人を１カウントとしてい

る。

地方独立

行政法人

②　障害者の数

(114.5人)
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●実雇用率と雇用されている障害者の数の推移

注１:

注２: 　「障害者の数」とは、次に掲げる者の合計数である。

平成23年～ 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント） 　　令和６年以降 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）

　　令和５年 知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント） 知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）

重度身体障害者である短時間労働者 重度身体障害者である短時間労働者

重度知的障害者である短時間労働者 重度知的障害者である短時間労働者 

精神障害者 精神障害者

重度以外の身体障害者である短時間労働者（0.5カウント） 重度以外の身体障害者である短時間労働者（0.5カウント）

重度以外の知的障害者である短時間労働者（0.5カウント） 重度以外の知的障害者である短時間労働者（0.5カウント）

精神障害者である短時間労働者（0.5カウント）(※) 精神障害者である短時間労働者（0.5カウント）(※)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 重度身体障害者である特定短時間労働者（0.5カウント）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 重度知的障害者である特定短時間労働者（0.5カウント）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 精神障害者である特定短時間労働者（0.5カウント）

※

注３:

図１　民間企業における障害者の雇用状況

　雇用義務のある企業（平成24年までは56人以上規模、平成25年から平成29年までは50人以上規模、平成30年から令和２年までは45.5人以上

規模、令和３年から令和５年までは43.5人以上規模、令和６年以降は40人以上規模の企業）についての集計である。

　　令和５年以降、精神障害者である短時間労働者については、１人分としてカウントしている。

　法定雇用率は平成24年までは1.8％、平成25年４月から平成29年までは2.0％、平成30年４月から令和２年までは2.2％、令和３年３月から

令和５年までは2.3％、令和６年４月以降は2.5％となっている。

　平成30年から令和４年までは、精神障害者である短時間労働者であっても、次のいずれかに該当する者についてのみ、１人分とカウントしている。

　①　報告年の３年前の年に属する６月２日以降に採用された者であること

　②　報告年の３年前の年に属する６月２日より前に採用された者であって、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること

　

雇用障

1,624.5 1,633.5 
1,737.0 
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2.37 

2.54 
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2.85 
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身体障害者

知的障害者

精神障害者

実雇用率

〈障害者数） 3,205.0人2,349.0人 2,416.5人 2,617.0人 2,725.5人 3,342.5人2,852.0人 2,962.5人 3,454.0人2,739.5人 3,498.0人 3,657.0人 3,678.5人 3,836.0人 3,961.0人

(障害者の数：人) （実雇用率：％)
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◎ 法定雇用率とは

民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、それぞれ以下

の割合（法定雇用率）に相当する数以上の障害者を雇用しなければならないこととされている。

 雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者、知的障害者又は精神障害者（精神障害者保健福祉手帳

の交付を受けている者に限る。）である。 

  一般の民間企業 …………………… ２．５％ 

○ 民間企業 ……    （40.0人以上規模の企業） 

  特殊法人等 ………………………… ２．８％ 

労働者数36.0人以上規模の特殊法人、 

独立行政法人、国立大学法人等 

  〇 国、地方公共団体 …………………………………………２．８％ 

（36.0人以上規模の機関） 

○ 都道府県等の教育委員会 …………………………………２．７％ 

（37.5人以上規模の機関） 

※（ ）内は、それぞれの割合（法定雇用率）によって１人以上の障害者を雇用しなければならない

こととなる企業等の規模である。 

【一般民間企業における雇用率設定基準】 

身体障害者、知的障害者及び精神障害者である常用労働者の数 

＋ 失業している身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数 

  障害者雇用率 ＝ 

常用労働者数 ＋ 失業者数 

※ 特殊法人、国及び地方公共団体における障害者雇用率は、一般の民間企業の障害者雇用率を下回

らない率をもって定めることとされている。 

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者については、その１人の雇用をもって、２人の身体障害者又

は知的障害者を雇用しているものとしてカウントされる。 

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者（１週間の所定労働時間が20時間以上30

時間未満の労働者）については、１人分として、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時 

間労働者については、0.5人分としてカウントされる。 

※ 精神障害者である短時間労働者については、当分の間、その１人をもって１人分としてカウント

される。 

※ 重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者（１週間の所定労働時間

が、10時間以上20時間未満の労働者）については、0.5人分としてカウントされる。 

9



◎ 除外率とは

○ 民間企業における除外率制度

各事業主が雇用しなければならない障害者の数を算定する基礎となる常用雇用労働者数を算定する際

に、一定の業種に属する事業を行う事業所の事業主については、その常用雇用労働者数から一定率に相

当する労働者数を控除する制度。 

この除外率制度は、ノーマライゼーションの観点から、平成14年法改正により、平成16年４月に廃止

した。経過措置として、当分の間、除外率設定業種ごとに除外率を設定するとともに、廃止の方向で段

階的に除外率を引き下げ、縮小することとされている（法律附則）。 

平成16年４月、平成22年７月、令和７年４月に、それぞれ、一律に10ポイントの引下げを実施。 

※除外率引下げによる雇用義務数への影響（例）

常用労働者数5,069.5×除外率20％＝1,013.9 ≒1,013人（端数切り捨て） 

常用労働者数5,069.5－1,013＝基礎労働者数4,056.5人 

基礎労働者数4,056.5×法定雇用率2.5％＝雇用義務数101.4125≒101人(端数切り捨て) 

常用労働者数5,069.5×除外率10％＝506.95≒506人（端数切り捨て） 

常用労働者数5,069.5－506＝基礎労働者数4,563.5人 

基礎労働者数4,563.5×法定雇用率2.5％＝雇用義務数114.0875≒114人(端数切り捨て) 

○ 国及び地方公共団体における除外率制度

各任命権者が採用しなければならない障害者数を算定する基礎となる職員数を算定する際に､一定の

範囲の職種に従事する者（除外職員）を控除する制度｡ 

平成16年４月１日から、除外職員の範囲を、国民の生命の保護や、公共の安全と秩序の維持を職務と

しており、その遂行のためには職員個人による強制力の行使等が必要であるような職員に限定すること

とした（警察官、自衛官など）｡ 

なお、除外職員ではなくなった職員（医師、教育職員など）が一定割合を占める機関（病院、教育委

員会など）については、当該職員が職員総数に占める割合を基に、当分の間、除外率を設定した上で、

廃止の方向で段階的に引き下げ、縮小を進めていくこととしており、平成16年４月、平成22年７月、令

和７年４月に、それぞれ、10ポイントの引下げを実施。 

引下げ前 引下げ後

・非鉄金属製造業（非鉄金属第一次製錬精製業を除く） ・倉庫業
・船舶製造・修理業、船用機関製造業 ・航空運輸業
・国内電気通信業（電気通信回線設備を設置して行うものに限る）

5%
除外率

適用無し

・採石業、砂・砂利・玉石採取業 ・水運業
・窯業原料用鉱物鉱業（耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る）
・その他の鉱業

10%
除外率

適用無し

・非鉄金属第一次製錬・精製業 ・貨物運送取扱業（集配利用運送業を除く） 15% 5%

・建設業 ・鉄鋼業 ・道路貨物運送業 ・郵便業（信書便事業を含む） 20% 10%

・港湾運送業 ・警備業 25% 15%

・鉄道業 ・医療業 ・高等教育機関 ・介護老人保健施設 ・介護医療院 30% 20%

・林業（狩猟業を除く） 35% 25%

・金属鉱業 ・児童福祉事業 40% 30%

・特別支援学校（専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く） 45% 35%

・石炭・亜炭鉱業 50% 40%

・道路旅客運送業 ・小学校 55% 45%

・幼稚園 ・幼保連携型認定こども園 60% 50%

・船員等による船舶運航等の事業 80% 70%

除外率設定業種
除外率

除外率
20％の 
場合

除外率
10％の 
場合
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令和７年６月１日現在における障害者の雇用状況 （詳細表） 
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一
般

の

民
間

企
業

　
Ｉ

欄
の

「
う

ち
新

規
雇

用
分

」
は

、
当

該
年

の
前

年
の

６
月

２
日

か
ら

当
該

年
の

６
月

１
日

ま
で

の
１

年
間

に
新

規
に

雇
い

入
れ

ら
れ

た
障

害
者

数
で

あ
る

。

　
（

　
）

内
は

令
和

６
年

６
月

１
日

現
在

の
数

値
で

あ
る

。

　
②

欄
の

「
法

定
雇

用
障

害
者

数
の

算
定

の
基

礎
と

な
る

労
働

者
数

」
と

は
、

常
用

労
働

者
総

数
か

ら
除

外
率

相
当

数
（

対
象

障
害

者
が

就
業

す
る

こ
と

が
困

難
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

職
種

が
相

当
の

割
合

を
占

め
る

業
種

に

つ
い

て
定

め
ら

れ
た

率
を

乗
じ

て
得

た
数

）
を

除
い

た
労

働
者

数
で

あ
る

。

　
法

令
上

、
③

Ａ
欄

の
「

重
度

身
体

障
害

者
及

び
重

度
知

的
障

害
者

」
に

つ
い

て
は

、
１

人
を

２
人

に
相

当
す

る
も

の
と

し
て

お
り

、
H

欄
の

計
を

算
出

す
る

に
当

た
り

ダ
ブ

ル
カ

ウ
ン

ト
を

行
い

、
Ｄ

欄
の

「
重

度
以

外
の

身

体
障

害
者

及
び

知
的

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

」
及

び
G

欄
の

「
重

度
身

体
障

害
者

、
重

度
知

的
障

害
者

及
び

精
神

障
害

者
で

あ
る

特
定

短
時

間
労

働
者

」
に

つ
い

て
は

、
１

人
を

0
.5

人
に

相
当

す
る

も
の

と
し

て
お

り
、

H
欄

の
計

を
算

出
す

る
に

当
た

り
0

.5
カ

ウ
ン

ト
と

し
て

い
る

。

　
た

だ
し

、
Ｂ

欄
の

「
重

度
身

体
障

害
者

及
び

重
度

知
的

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

」
及

び
F

欄
の

「
精

神
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者
」

に
つ

い
て

は
、

１
人

を
1

カ
ウ

ン
ト

と
し

て
い

る
。

b
．

重
度

身
体

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

a．
重

度
身

体
障

害
者

a．
重

度
知

的

障
害

者

c．
重

度
以

外

の
知

的
障

害
者

区
分

実
雇

用
率

Ｈ
÷

②
×

1
0

0

法
定

雇
用

率

達
成

企
業

の
数

f．
計

a×
2

＋
b

＋
c＋

（
d

+
e)

×
0

.5

b
．

重
度

知
的

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

f．
計

c＋
d

＋
e×

0
.5

法
定

雇
用

率

達
成

企
業

の
割

合

【
参

考
】

就
労

継
続

支
援

Ａ
型

事
業

所
に

お
け

る
障

害
者

雇
用

状
況

算
定

基
礎

労
働

者
数

重
度

身
体

障
害

者

重
度

身
体

障
害

者
短

時
間

重
度

以
外

身
体

障
害

者

重
度

以
外

身
体

障
害

者
短

時
間

重
度

身
体

障
害

者
特

定
短

時
間

身
体

障
害

者
計

重
度

知
的

障
害

者

重
度

知
的

障
害

者
短

時
間

重
度

以
外

知
的

障
害

者

重
度

以
外

知
的

障
害

者
短

時
間

重
度

知
的

障
害

者
特

定
短

時
間

知
的

障
害

者
計

精
神

障
害

者
精

神
障

害
者

短

時
間

精
神

障
害

者
特

定
短

時
間

精
神

障
害

者

計
障

害
者

計

Ａ
型

事
業

所
5

7
4

.5
1

0
2

2
5

3
2

0
6

3
.0

4
7

6
9

8
1

1
5

0
2

5
5

.5
1

8
1

6
2

0
1

8
0

.0
4

9
8

.5

　
※

　
就

労
継

続
支

援
Ａ

型
事

業
所

に
該

当
す

る
も

の
と

し
て

報
告

さ
れ

た
2

4
事

業
所

に
つ

い
て

集
計

を
行

っ
た

も
の

。
（

算
定

基
礎

労
働

者
数

、
身

体
障

害
者

計
、

知
的

障
害

者
計

、
精

神
障

害
者

計
、

障
害

者
計

欄
の

算
出

に
あ

た
っ

て
は

、
上

記
１

(1
)①

、
②

と
同

様
の

カ
ウ

ン
ト

に
て

算
出

し
て

い
る

。

　
 　

  た
だ

し
、

重
度

身
体

障
害

者
、

重
度

知
的

障
害

者
及

び
精

神
障

害
者

で
あ

る
特

定
短

時
間

労
働

者
に

つ
い

て
は

、
就

労
継

続
支

援
Ａ

型
の

利
用

者
を

含
め

な
い

こ
と

と
し

て
い

る
。

）
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（
２

）
企

業
規

模
別

の
雇

用
状

況
　

①
　

概
況

①
②

④
⑤

⑥

H
．

計

Ａ
×

2
＋

Ｂ
＋

Ｃ

＋
Ｄ

×
0

.5
＋

Ｅ

＋
F

＋
Ｇ

×
0

.5

I．
う

ち
新

規

雇
用

分

企
業

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

％
企

業
％

1
,1

6
7

1
3

9
,3

9
6

.0
6

5
8

1
4

1
1

,5
7

6
4

1
7

3
8

0
3

0
2

7
5

3
,9

6
1

.0
3

7
8

.5
2

.8
4

6
7

9
5

8
.2

(1
,1

3
5

)
(1

3
3

,3
7

2
.0

)
(6

5
1

)
(1

3
9

)
(1

,5
3

2
)

(4
5

0
)

(3
3

4
)

(2
7

6
)

(5
6

)
(3

,8
3

6
.0

)
(3

9
7

.0
)

(2
.8

8
)

(6
5

2
)

(5
7

.4
)

7
2

8
4

3
,1

4
6

.5
1

8
0

3
3

4
3

2
1

1
8

1
0

5
8

8
1

5
1

,0
8

4
.5

1
1

9
.0

2
.5

1
3

9
9

5
4

.8

(6
9

3
)

(4
0

,7
8

7
.0

)
(1

7
6

)
(3

6
)

(3
8

9
)

(1
3

0
)

(8
6

)
(6

7
)

(1
0

)
(1

,0
0

0
.0

)
(1

1
1

.5
)

(2
.4

5
)

(3
6

4
)

(5
2

.5
)

3
5

8
5

3
,0

4
5

.5
2

6
0

6
6

6
0

1
2

2
9

1
4

9
1

6
5

3
5

1
,6

3
3

.0
1

6
0

.0
3

.0
8

2
3

2
6

4
.8

(3
5

8
)

(5
0

,8
3

2
.0

)
(2

5
9

)
(6

6
)

(6
1

9
)

(2
2

8
)

(1
3

2
)

(1
5

7
)

(2
4

)
(1

,6
1

8
.0

)
(1

9
1

.0
)

(3
.1

8
)

(2
4

2
)

(6
7

.6
)

5
0

1
6

,9
1

0
.0

7
7

1
0

2
0

2
2

0
5

1
1

6
7

4
4

6
.5

4
2

.0
2

.6
4

2
6

5
2

.0

(5
2

)
(1

6
,3

3
9

.0
)

(7
9

)
(6

)
(1

9
6

)
(2

8
)

(4
9

)
(1

8
)

(5
)

(4
4

3
.5

)
(2

2
.0

)
(2

.7
1

)
(2

9
)

(5
5

.8
)

2
3

1
4

,0
5

6
.5

9
7

1
8

2
0

1
2

1
4

1
1

9
7

4
8

7
.0

3
1

.0
3

.4
6

1
7

7
3

.9

(2
4

)
(1

3
,9

9
3

.0
)

(9
4

)
(2

0
)

(2
0

6
)

(2
4

)
(3

8
)

(1
4

)
(5

)
(4

8
0

.5
)

(4
1

.0
)

(3
.4

3
)

(1
2

)
(5

0
.0

)

8
1

2
,2

3
7

.5
4

4
1

4
1

4
0

2
9

3
4

1
4

1
1

3
1

0
.0

2
6

.5
2

.5
3

5
6

2
.5

(8
)

(1
1

,4
2

1
.0

)
(4

3
)

(1
1

)
(1

2
2

)
(4

0
)

(2
9

)
(2

0
)

(1
2

)
(2

9
4

.0
)

(3
1

.5
)

(2
.5

7
)

(5
)

(6
2

.5
)

注
 

　
１

（
１

）
①

の
表

と
同

じ
。

　
②

　
障

害
種

別
雇

用
状

況

①

g
．

う
ち

新
規

雇
用

分

g
．

う
ち

新
規

雇
用

分

g
．

う
ち

新
規

雇
用

分

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

3
,9

6
1

.0
5

2
7

1
1

5
8

5
9

1
6

4
3

1
2

,1
2

5
.5

1
2

7
.5

1
3

1
2

6
7

1
7

2
5

3
4

1
,1

3
3

.5
9

7
.0

3
8

0
3

0
2

4
0

7
0

2
.0

1
5

4
.0

(3
,8

3
6

.0
)

(5
1

6
)

(1
1

0
)

(8
2

2
)

(1
7

9
)

(2
6

)
(2

,0
6

6
.5

)
(1

5
7

.0
)

(1
3

5
)

(2
9

)
(7

1
0

)
(2

7
1

)
(3

)
(1

,1
4

6
.0

)
(1

0
3

.5
)

(3
3

4
)

(2
7

6
)

(2
7

)
(6

2
3

.5
)

(1
3

6
.5

)

1
,0

8
4

.5
1

3
9

2
5

2
5

0
4

6
8

5
8

0
.0

3
0

.5
4

1
8

1
8

2
7

2
1

3
0

8
.5

2
9

.0
1

0
5

8
8

6
1

9
6

.0
5

9
.5

(1
,0

0
0

.0
)

(1
3

2
)

(2
5

)
(2

2
1

)
(5

1
)

(4
)

(5
3

7
.5

)
(4

7
.5

)
(4

4
)

(1
1

)
(1

6
8

)
(7

9
)

(1
)

(3
0

7
.0

)
(3

2
.0

)
(8

6
)

(6
7

)
(5

)
(1

5
5

.5
)

(3
2

.0
)

1
,6

3
3

.0
2

2
0

5
2

3
4

5
9

2
1

5
8

9
0

.5
5

6
.5

4
0

1
4

2
5

6
1

3
7

3
4

2
0

.0
3

7
.5

1
4

9
1

6
5

1
7

3
2

2
.5

6
6

.0

(1
,6

1
8

.0
)

(2
2

2
)

(5
4

)
(3

4
9

)
(9

0
)

(1
2

)
(8

9
8

.0
)

(7
5

.5
)

(3
7

)
(1

2
)

(2
7

0
)

(1
3

8
)

(2
)

(4
2

6
.0

)
(4

6
.0

)
(1

3
2

)
(1

5
7

)
(1

0
)

(2
9

4
.0

)
(6

9
.5

)

4
4

6
.5

6
2

1
0

1
1

1
7

2
2

4
9

.5
2

0
.0

1
5

0
9

1
1

3
0

1
2

7
.5

1
1

.0
5

1
1

6
5

6
9

.5
1

1
.0

(4
4

3
.5

)
(6

0
)

(6
)

(1
0

9
)

(8
)

(2
)

(2
4

0
.0

)
(6

.0
)

(1
9

)
(0

)
(8

7
)

(2
0

)
(0

)
(1

3
5

.0
)

(8
.0

)
(4

9
)

(1
8

)
(3

)
(6

8
.5

)
(8

.0
)

4
8

7
.0

6
5

1
4

9
1

1
2

2
2

4
2

.0
9

.0
3

2
4

1
1

0
9

0
1

8
2

.5
9

.5
4

1
1

9
5

6
2

.5
1

2
.5

(4
8

0
.5

)
(6

2
)

(1
4

)
(9

2
)

(1
2

)
(3

)
(2

3
7

.5
)

(1
8

.0
)

(3
2

)
(6

)
(1

1
4

)
(1

2
)

(0
)

(1
9

0
.0

)
(1

1
.5

)
(3

8
)

(1
4

)
(2

)
(5

3
.0

)
(1

1
.5

)

3
1

0
.0

4
1

1
4

6
2

7
4

1
6

3
.5

1
1

.5
3

0
7

8
2

2
0

9
5

.0
1

0
.0

3
4

1
4

7
5

1
.5

5
.0

(2
9

4
.0

)
(4

0
)

(1
1

)
(5

1
)

(1
8

)
(5

)
(1

5
3

.5
)

(1
0

.0
)

(3
)

(0
)

(7
1

)
(2

2
)

(0
)

(8
8

.0
)

(6
.0

)
(2

9
)

(2
0

)
(7

)
(5

2
.5

)
(1

5
.5

)

注
 

　
１

（
１

）
②

の
表

と
同

じ
。

c．
精

神
障

害

者

f．
計

a×
2

＋
b

＋
c＋

（
d

+
e)

×
0

.5

f．
計

a×
2

＋
b

＋
c＋

（
d

+
e)

×
0

.5

Ｂ
．

重
度

身
体

障
害

者
及

び
重

度
知

的
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者

Ｃ
．

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

及
び

知
的

障
害

者

③
障

害
者

の
数

Ｅ
．

精
神

障
害

者

Ｆ
．

精
神

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

c．
重

度
以

外

の
身

体
障

害
者

企
業

数
法

定
雇

用
障

害
者

数
の

算
定

の
基

礎

と
な

る
労

働
者

数

Ｄ
．

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

及
び

知
的

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

f．
計

c＋
d

＋
e×

0
.5

d
．

精
神

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

実
雇

用
率

Ｈ
÷

②
×

1
0

0

法
定

雇
用

率

達
成

企
業

の
数

法
定

雇
用

率

達
成

企
業

の
割

合

Ａ
．

重
度

身
体

障
害

者
及

び
重

度
知

的
障

害
者

障
害

者
の

数
a．

重
度

身
体

障

害
者

a．
重

度
知

的

障
害

者

ｄ
．

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者

規
模

計

c．
重

度
以

外

の
知

的
障

害
者

ｄ
．

重
度

以
外

の
知

的
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者

4
0

.0
～

1
0

0
人

未
満

区
分

1
0

0
～

3
0

0
人

未
満

4
0

.0
～

1
0

0
人

未
満

1
0

0
～

3
0

0
人

未
満

3
0

0
～

5
0

0
人

未
満

5
0

0
～

1
,0

0
0

人
未

満

1
,0

0
0

人
以

上

区
分

b
．

重
度

身
体

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

1
,0

0
0

人
以

上

3
0

0
～

5
0

0
人

未
満

5
0

0
～

1
,0

0
0

人
未

満

規
模

計

G
．

重
度

身
体

障
害

者
、

重
度

知
的

障
害

者
及

び
精

神
障

害
者

で
あ

る
特

定
短

時
間

労
働

者

②
身

体
障

害
者

の
数

③
知

的
障

害
者

の
数

④
精

神
障

害
者

の
数

e．
重

度
身

体

障
害

者
で

あ
る

特
定

短
時

間
労

働
者

e．
重

度
知

的

障
害

者
で

あ
る

特
定

短
時

間
労

働
者

e．
精

神
障

害

者
で

あ
る

特
定

短
時

間
労

働
者

b
．

重
度

知
的

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者
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（
３

）
産

業
別

の
雇

用
状

況
　

①
　

概
況

①
②

④
⑤

⑥

H
．

計

Ａ
×

2
＋

Ｂ
＋

Ｃ

＋
Ｄ

×
0

.5
＋

Ｅ

＋
F

＋
Ｇ

×
0

.5

I．
う

ち
新

規

雇
用

分

企
業

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

％
企

業
％

1
,1

6
7

1
3

9
,3

9
6

.0
6

5
8

1
4

1
1

,5
7

6
4

1
7

3
8

0
3

0
2

7
5

3
,9

6
1

.0
3

7
8

.5
2

.8
4

6
7

9
5

8
.2

(1
,1

3
5

)
(1

3
3

,3
7

2
.0

)
(6

5
1

)
(1

3
9

)
(1

,5
3

2
)

(4
5

0
)

(3
3

4
)

(2
7

6
)

(5
6

)
(3

,8
3

6
.0

)
(3

9
7

.0
)

(2
.8

8
)

(6
5

2
)

(5
7

.4
)

7
2

5
,6

2
5

.5
3

2
2

4
1

0
6

0
0

1
1

3
.0

7
.0

2
.0

1
3

7
5

1
.4

(5
7

)
(4

,3
7

9
.0

)
(2

6
)

(1
)

(3
2

)
(0

)
(3

)
(0

)
(0

)
(8

8
.0

)
(8

.0
)

(2
.0

1
)

(2
6

)
(4

5
.6

)

1
9

5
2

3
,3

3
8

.5
1

2
8

8
3

0
6

1
6

7
1

9
9

6
6

2
.5

5
0

.5
2

.8
4

1
2

2
6

2
.6

(1
9

5
)

(2
3

,1
5

8
.5

)
(1

2
6

)
(7

)
(3

0
0

)
(2

7
)

(5
2

)
(8

)
(6

)
(6

3
5

.5
)

(4
6

.0
)

(2
.7

4
)

(1
0

9
)

(5
5

.9
)

2
3

2
,3

0
3

.5
1

4
0

9
1

5
0

0
4

2
.5

3
.0

1
.8

5
9

3
9

.1

(2
2

)
(2

,2
4

5
.5

)
(1

2
)

(0
)

(8
)

(0
)

(5
)

(1
)

(1
)

(3
8

.5
)

(3
.0

)
(1

.7
1

)
(9

)
(4

0
.9

)

6
8

7
,9

7
7

.5
4

2
5

9
7

7
8

4
1

2
0

2
.0

5
.0

2
.5

3
3

9
5

7
.4

(6
1

)
(6

,9
7

7
.0

)
(3

8
)

(5
)

(9
9

)
(9

)
(9

)
(2

)
(1

)
(1

9
6

.0
)

(2
0

.5
)

(2
.8

1
)

(3
5

)
(5

7
.4

)

1
5

7
1

8
,4

4
7

.0
5

2
1

5
1

7
8

5
5

5
6

2
5

1
1

4
1

1
.0

4
8

.5
2

.2
3

7
4

4
7

.1

(1
6

1
)

(1
9

,1
7

5
.0

)
(5

3
)

(1
2

)
(1

8
5

)
(5

4
)

(4
1

)
(3

0
)

(1
0

)
(4

0
6

.0
)

(2
6

.5
)

(2
.1

2
)

(7
7

)
(4

7
.8

)

7
8

4
0

.0
1

1
6

0
1

0
0

1
0

.0
0

.0
1

.1
9

2
2

8
.6

(7
)

(8
6

4
.0

)
(2

)
(1

)
(5

)
(0

)
(2

)
(0

)
(0

)
(1

2
.0

)
(1

.0
)

(1
.3

9
)

(2
)

(2
8

.6
)

1
0

8
1

2
.0

3
0

2
0

4
0

0
1

2
.0

0
.0

1
.4

8
5

5
0

.0

(9
)

(7
2

3
.5

)
(2

)
(0

)
(5

)
(0

)
(4

)
(0

)
(0

)
(1

3
.0

)
(0

.0
)

(1
.8

0
)

(4
)

(4
4

.4
)

3
0

2
,8

9
3

.0
9

0
1

4
2

6
1

1
4

0
.5

2
.5

1
.4

0
1

2
4

0
.0

(3
4

)
(2

,9
9

0
.0

)
(1

0
)

(0
)

(1
4

)
(1

)
(4

)
(0

)
(0

)
(3

8
.5

)
(2

.0
)

(1
.2

9
)

(1
1

)
(3

2
.4

)

3
9

3
,4

3
4

.0
1

0
3

3
1

3
0

1
0

1
4

3
9

4
.5

8
.0

2
.7

5
2

5
6

4
.1

(4
0

)
(3

,6
2

9
.0

)
(1

3
)

(7
)

(3
4

)
(3

4
)

(1
0

)
(2

0
)

(1
)

(1
1

4
.5

)
(1

4
.5

)
(3

.1
6

)
(2

7
)

(6
7

.5
)

2
6

4
,8

2
1

.0
2

1
4

7
3

1
4

1
1

5
0

1
4

2
.0

3
.5

2
.9

5
1

5
5

7
.7

(2
6

)
(4

,6
7

6
.0

)
(2

1
)

(3
)

(6
7

)
(2

0
)

(1
2

)
(5

)
(4

)
(1

4
1

.0
)

(1
5

.0
)

(3
.0

2
)

(1
5

)
(5

7
.7

)

3
2

2
,9

3
8

.0
1

1
1

1
3

4
4

1
2

4
4

.0
1

0
.5

1
.5

0
1

0
3

1
.3

(2
9

)
(2

,7
1

5
.0

)
(1

3
)

(0
)

(1
4

)
(1

)
(5

)
(1

)
(1

)
(4

7
.0

)
(2

.5
)

(1
.7

3
)

(1
0

)
(3

4
.5

)

3
7

4
4

8
,8

0
3

.0
2

5
4

8
8

6
1

6
2

5
4

1
5

8
2

2
1

4
1

1
,7

3
8

.5
2

0
5

.5
3

.5
6

2
4

8
6

6
.3

(3
6

5
)

(4
5

,4
1

5
.5

)
(2

6
0

)
(8

8
)

(5
9

2
)

(2
6

5
)

(1
4

8
)

(1
9

1
)

(2
9

)
(1

,6
8

6
.0

)
(2

1
3

.5
)

(3
.7

1
)

(2
5

0
)

(6
8

.5
)

1
8

4
,8

5
7

.0
2

9
4

6
2

6
7

1
0

2
1

4
5

.0
6

.0
2

.9
9

1
3

7
2

.2

(1
9

)
(4

,9
7

3
.0

)
(2

7
)

(4
)

(5
5

)
(4

)
(1

0
)

(5
)

(0
)

(1
3

0
.0

)
(6

.0
)

(2
.6

1
)

(1
1

)
(5

7
.9

)

9
3

1
0

,2
3

1
.0

4
5

9
1

0
2

2
6

3
0

1
2

5
2

5
8

.5
2

5
.5

2
.5

3
5

5
5

9
.1

(8
8

)
(9

,4
7

9
.5

)
(4

0
)

(1
0

)
(9

7
)

(3
3

)
(2

8
)

(1
3

)
(3

)
(2

4
6

.0
)

(3
8

.0
)

(2
.6

0
)

(5
5

)
(6

2
.5

)

2
3

2
,0

7
5

.0
7

1
2

6
2

3
0

0
4

5
.0

3
.0

2
.1

7
1

3
5

6
.5

(2
2

)
(1

,9
7

1
.5

)
(8

)
(1

)
(2

5
)

(2
)

(1
)

(0
)

(0
)

(4
4

.0
)

(0
.5

)
(2

.2
3

)
(1

1
)

(5
0

.0
)

注
 

　
１

（
１

）
①

の
表

と
同

じ
。

　
そ

の
他

の
産

業
に

は
、

「
農

、
林

、
漁

業
」

、
「

鉱
業

，
採

石
業

，
砂

利
採

取
業

」
及

び
「

電
気

・
ガ

ス
・

熱
供

給
・

水
道

業
」

が
含

ま
れ

る
。

宿
泊

業
，

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業

製
造

業

法
定

雇
用

率

達
成

企
業

の
割

合

Ｄ
．

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

及
び

知
的

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

法
定

雇
用

率

達
成

企
業

の
数

③
障

害
者

の
数

Ｅ
．

精
神

障
害

者

Ａ
．

重
度

身
体

障
害

者
及

び
重

度
知

的
障

害
者

産
業

計

教
育

，

学
習

支
援

業

不
動

産
業

，

物
品

賃
貸

業

建
設

業

卸
売

業
，

小
売

業

複
合

サ
ー

ビ
ス

事
業

サ
ー

ビ
ス

業区
分

企
業

数
法

定
雇

用
障

害
者

数
の

算
定

の
基

礎

と
な

る
労

働
者

数

Ｃ
．

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

及
び

知
的

障
害

者

医
療

，
福

祉

そ
の

他
の

産
業

金
融

業
，

保
険

業

情
報

通
信

業

運
輸

業
，

郵
便

業

学
術

研
究

，
専

門
・

技
術

サ
ー

ビ
ス

業

生
活

関
連

サ
ー

ビ
ス

業
，

娯
楽

業

Ｂ
．

重
度

身
体

障
害

者
及

び
重

度
知

的
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者

実
雇

用
率

Ｈ
÷

②
×

1
0

0

G
．

重
度

身
体

障
害

者
、

重
度

知
的

障
害

者
及

び
精

神
障

害
者

で
あ

る
特

定
短

時
間

労
働

者

F
．

精
神

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者
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②

　
障

害
種

別
雇

用
状

況

①

g
．

う
ち

新
規

雇
用

分

g
．

う
ち

新
規

雇
用

分

g
．

う
ち

新
規

雇
用

分

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

3
,9

6
1

.0
5

2
7

1
1

5
8

5
9

1
6

4
3

1
2

,1
2

5
.5

1
2

7
.5

1
3

1
2

6
7

1
7

2
5

3
4

1
,1

3
3

.5
9

7
.0

3
8

0
3

0
2

4
0

7
0

2
.0

1
5

4
.0

(3
,8

3
6

.0
)

(5
1

6
)

(1
1

0
)

(8
2

2
)

(1
7

9
)

(2
6

)
(2

,0
6

6
.5

)
(1

5
7

.0
)

(1
3

5
)

(2
9

)
(7

1
0

)
(2

7
1

)
(3

)
(1

,1
4

6
.0

)
(1

0
3

.5
)

(3
3

4
)

(2
7

6
)

(2
7

)
(6

2
3

.5
)

(1
3

6
.5

)

1
1

3
.0

2
8

2
3

6
0

0
9

4
.0

2
.0

4
0

5
0

0
1

3
.0

1
.0

6
0

0
6

.0
4

.0

(8
8

.0
)

(2
2

)
(1

)
(2

8
)

(0
)

(0
)

(7
3

.0
)

(6
.0

)
(4

)
(0

)
(4

)
(0

)
(0

)
(1

2
.0

)
(1

.0
)

(3
)

(0
)

(0
)

(3
.0

)
(1

.0
)

6
6

2
.5

1
0

2
6

1
5

3
6

3
3

6
7

.5
1

7
.5

2
6

2
1

5
3

1
0

2
2

1
3

.0
1

2
.5

7
1

9
4

8
2

.0
2

0
.5

(6
3

5
.5

)
(9

9
)

(4
)

(1
4

3
)

(1
1

)
(2

)
(3

5
1

.5
)

(2
0

.0
)

(2
7

)
(3

)
(1

5
7

)
(1

6
)

(2
)

(2
2

3
.0

)
(1

7
.0

)
(5

2
)

(8
)

(2
)

(6
1

.0
)

(9
.0

)

4
2

.5
1

4
0

9
1

0
3

7
.5

2
.0

0
0

0
0

0
0

.0
0

.0
5

0
0

5
.0

1
.0

(3
8

.5
)

(1
2

)
(0

)
(8

)
(0

)
(1

)
(3

2
.5

)
(2

.0
)

(0
)

(0
)

(0
)

(0
)

(0
)

(0
.0

)
(0

.0
)

(5
)

(1
)

(0
)

(6
.0

)
(1

.0
)

2
0

2
.0

3
9

5
8

0
5

0
1

6
5

.5
2

.0
3

0
1

7
2

0
2

4
.0

1
.0

8
4

1
1

2
.5

2
.0

(1
9

6
.0

)
(3

5
)

(4
)

(8
2

)
(6

)
(1

)
(1

5
9

.5
)

(1
3

.5
)

(3
)

(1
)

(1
7

)
(3

)
(0

)
(2

5
.5

)
(5

.0
)

(9
)

(2
)

(0
)

(1
1

.0
)

(2
.0

)

4
1

1
.0

4
2

1
0

9
5

3
1

5
2

0
7

.0
1

7
.0

1
0

5
8

3
2

4
0

1
2

0
.0

1
3

.0
5

6
2

5
6

8
4

.0
1

8
.5

(4
0

6
.0

)
(4

4
)

(7
)

(9
8

)
(3

2
)

(5
)

(2
1

1
.5

)
(9

.5
)

(9
)

(5
)

(8
7

)
(2

2
)

(0
)

(1
2

1
.0

)
(8

.0
)

(4
1

)
(3

0
)

(5
)

(7
3

.5
)

(9
.0

)

1
0

.0
1

1
6

0
0

9
.0

0
.0

0
0

0
0

0
0

.0
0

.0
1

0
0

1
.0

0
.0

(1
2

.0
)

(2
)

(1
)

(5
)

(0
)

(0
)

(1
0

.0
)

(0
.0

)
(0

)
(0

)
(0

)
(0

)
(0

)
(0

.0
)

(0
.0

)
(2

)
(0

)
(0

)
(2

.0
)

(1
.0

)

1
2

.0
3

0
2

0
0

8
.0

0
.0

0
0

0
0

0
0

.0
0

.0
4

0
0

4
.0

0
.0

(1
3

.0
)

(2
)

(0
)

(5
)

(0
)

(0
)

(9
.0

)
(0

.0
)

(0
)

(0
)

(0
)

(0
)

(0
)

(0
.0

)
(0

.0
)

(4
)

(0
)

(0
)

(4
.0

)
(0

.0
)

4
0

.5
8

0
1

1
2

0
2

8
.0

0
.0

1
0

3
0

0
5

.0
0

.0
6

1
1

7
.5

2
.5

(3
8

.5
)

(9
)

(0
)

(1
1

)
(1

)
(0

)
(2

9
.5

)
(2

.0
)

(1
)

(0
)

(3
)

(0
)

(0
)

(5
.0

)
(0

.0
)

(4
)

(0
)

(0
)

(4
.0

)
(0

.0
)

9
4

.5
7

3
1

0
4

0
2

9
.0

1
.0

3
0

2
1

2
6

0
4

0
.0

4
.0

1
0

1
4

3
2

5
.5

3
.0

(1
1

4
.5

)
(1

2
)

(3
)

(1
4

)
(5

)
(0

)
(4

3
.5

)
(6

.0
)

(1
)

(4
)

(2
0

)
(2

9
)

(0
)

(4
0

.5
)

(4
.5

)
(1

0
)

(2
0

)
(1

)
(3

0
.5

)
(4

.0
)

1
4

2
.0

1
8

4
3

3
6

0
7

6
.0

1
.0

3
0

4
0

8
0

5
0

.0
1

.5
1

1
5

0
1

6
.0

1
.0

(1
4

1
.0

)
(1

9
)

(3
)

(3
2

)
(9

)
(2

)
(7

8
.5

)
(5

.0
)

(2
)

(0
)

(3
5

)
(1

1
)

(0
)

(4
4

.5
)

(7
.0

)
(1

2
)

(5
)

(2
)

(1
8

.0
)

(3
.0

)

4
4

.0
1

1
1

1
3

4
1

3
8

.5
8

.0
0

0
0

0
0

0
.0

0
.0

4
1

1
5

.5
2

.5

(4
7

.0
)

(1
3

)
(0

)
(1

4
)

(1
)

(1
)

(4
1

.0
)

(1
.5

)
(0

)
(0

)
(0

)
(0

)
(0

)
(0

.0
)

(0
.0

)
(5

)
(1

)
(0

)
(6

.0
)

(1
.0

)

1
,7

3
8

.5
1

8
2

7
0

2
9

1
8

3
1

7
7

7
5

.0
6

2
.0

7
2

1
8

3
2

5
1

7
1

2
5

7
3

.5
5

4
.5

1
5

8
2

2
1

2
2

3
9

0
.0

8
9

.0

(1
,6

8
6

.0
)

(1
8

1
)

(7
3

)
(2

7
4

)
(8

8
)

(1
1

)
(7

5
8

.5
)

(6
8

.0
)

(7
9

)
(1

5
)

(3
1

8
)

(1
7

7
)

(1
)

(5
8

0
.0

)
(5

3
.0

)
(1

4
8

)
(1

9
1

)
(1

7
)

(3
4

7
.5

)
(9

2
.5

)

1
4

5
.0

2
7

4
3

5
2

0
9

4
.0

2
.5

2
0

2
7

4
0

3
3

.0
2

.5
7

1
0

2
1

8
.0

1
.0

(1
3

0
.0

)
(2

5
)

(4
)

(2
8

)
(1

)
(0

)
(8

2
.5

)
(2

.0
)

(2
)

(0
)

(2
7

)
(3

)
(0

)
(3

2
.5

)
(1

.0
)

(1
0

)
(5

)
(0

)
(1

5
.0

)
(3

.0
)

2
5

8
.5

4
1

8
6

7
1

9
5

1
6

9
.0

1
1

.5
4

1
3

5
7

0
4

7
.5

6
.0

3
0

1
2

0
4

2
.0

8
.0

(2
4

6
.0

)
(3

6
)

(9
)

(6
2

)
(2

4
)

(3
)

(1
5

6
.5

)
(2

1
.5

)
(4

)
(1

)
(3

5
)

(9
)

(0
)

(4
8

.5
)

(6
.5

)
(2

8
)

(1
3

)
(0

)
(4

1
.0

)
(1

0
.0

)

4
5

.0
4

1
1

8
1

0
2

7
.5

1
.0

3
0

8
1

0
1

4
.5

1
.0

3
0

0
3

.0
1

.0

(4
4

.0
)

(5
)

(1
)

(1
8

)
(1

)
(0

)
(2

9
.5

)
(0

.0
)

(3
)

(0
)

(7
)

(1
)

(0
)

(1
3

.5
)

(0
.5

)
(1

)
(0

)
(0

)
(1

.0
)

(0
.0

)

注
 

　
１

（
１

）
②

の
表

と
同

じ
。

　
そ

の
他

の
産

業
に

は
、

「
農

、
林

、
漁

業
」

、
「

鉱
業

，
採

石
業

，
砂

利
採

取
業

」
及

び
「

電
気

・
ガ

ス
・

熱
供

給
・

水
道

業
」

が
含

ま
れ

る
。

f．
計

a×
2

＋
b

＋
c＋

（
d

+
e)

×
0

.5

卸
売

業
，

小
売

業

そ
の

他
の

産
業

学
術

研
究

，
専

門
・

技
術

サ
ー

ビ
ス

業

宿
泊

業
，

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業

複
合

サ
ー

ビ
ス

事
業

サ
ー

ビ
ス

業

生
活

関
連

サ
ー

ビ
ス

業
，

娯
楽

業

教
育

，

学
習

支
援

業

医
療

，
福

祉

金
融

業
，

保
険

業

不
動

産
業

，

物
品

賃
貸

業

運
輸

業
，

郵
便

業

建
設

業

製
造

業

情
報

通
信

業区
分

産
業

計

a．
重

度
身

体
障

害
者

障
害

者
の

数
b

．
重

度

身
体

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

b
．

重
度

知
的

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

c．
重

度
以

外

の
知

的
障

害
者

ｄ
．

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者

e．
重

度
身

体

障
害

者
で

あ
る

特
定

短
時

間
労

働
者

f．
計

a×
2

＋
b

＋
c＋

（
d

+
e)

×
0

.5

c．
重

度
以

外

の
身

体
障

害
者

e．
重

度
知

的

障
害

者
で

あ
る

特
定

短
時

間
労

働
者

e．
精

神
障

害

者
で

あ
る

特
定

短
時

間
労

働
者

②
身

体
障

害
者

の
数

③
知

的
障

害
者

の
数

④
精

神
障

害
者

の
数

c．
精

神
障

害

者

f．
計

c＋
d

＋
e×

0
.5

ｄ
．

重
度

以
外

の
知

的
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者

d
．

精
神

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

a．
重

度
知

的

障
害

者
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（
4
）
法
定
雇
用
率
未
達
成
企
業
に
お
け
る
従
業
員
規
模
別
の
障
害
者
不
足
数
階
級
別
割
合

0
.5
人
又
は
１
人

1
.5
人
又
は
２
人

2
.5
人
又
は
３
人

3
.5
人
又
は
４
人

4
.5
人
以
上

1
0
人
以
下

1
0
.5
人
以
上

4
8

8
3

7
6

7
7

2
1

9
5

0
3

0
6

( 
1

0
0

%
 )

( 
7

7
.1

%
 )

( 
1

5
.8

%
 )

( 
4

.3
%

 )
( 

1
.8

%
 )

( 
1

.0
%

 )
( 

0
.0

%
 )

( 
6

2
.7

%
 )

3
2

9
3

0
4

2
5

0
0

0
0

2
8

8

( 
1

0
0

%
 )

( 
9

2
.4

%
 )

( 
7

.6
%

 )
( 

0
.0

%
 )

( 
0

.0
%

 )
( 

0
.0

%
 )

( 
0

.0
%

 )
( 

8
7

.5
%

 )

1
2

6
6

1
4

0
1

8
5

2
0

1
8

( 
1

0
0

%
 )

( 
4

8
.4

%
 )

( 
3

1
.7

%
 )

( 
1

4
.3

%
 )

( 
4

.0
%

 )
( 

1
.6

%
 )

( 
0

.0
%

 )
( 

1
4

.3
%

 )

2
4

1
0

1
0

3
1

0
0

0

( 
1

0
0

%
 )

( 
4

1
.7

%
 )

( 
4

1
.7

%
 )

( 
1

2
.5

%
 )

( 
4

.1
%

 )
( 

0
.0

%
 )

( 
0

.0
%

 )
( 

0
.0

%
 )

6
1

1
0

2
2

0
0

( 
1

0
0

%
 )

( 
1

6
.7

%
 )

( 
1

6
.7

%
 )

( 
0

.0
%

 )
( 

3
3

.3
%

 )
( 

3
3

.3
%

 )
( 

0
.0

%
 )

( 
0

.0
%

 )

3
0

1
0

1
1

0
0

( 
1

0
0

%
 )

( 
0

.0
%

 )
( 

3
3

.3
%

 )
( 

0
.0

%
 )

( 
3

3
.3

%
 )

( 
3

3
.3

%
 )

( 
0

.0
%

 )
( 

0
.0

%
 )

（
注
）
１
　
上
段
は
企
業
数
、
下
段
は
当
該
企
業
規
模
階
級
内
に
お
け
る
構
成
比
。

　
　
　
２
　
②
欄
の
「
不
足
数
」
と
は
、
法
定
雇
用
率
を
達
成
す
る
た
め
に
、
６
月
１
日
現
在
の
雇
用
障
害
者
数
に
加
え
て
雇
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
障
害
者
の
数
で
あ
る
。

③
障
害
者
の
数
が

０
人
の
企
業
数

規
模
計

4
0

.0
～

1
0

0
人

未
満

1
0

0
～

3
0

0
人

未
満

3
0

0
～

5
0

0
人

未
満

5
0

0
～

1
,0

0
0
人

未
満

1
,0
0
0
人
以
上

区
分

①
法
定
雇
用
率

未
達
成
企
業
数

②
　
不
　
　
足
　
　
数
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（
5

）
身

体
障

害
者

の
部

位
別

雇
用

状
況

　
①

　
概

況
※

実
人

数
　

③
　

産
業

別
の

雇
用

状
況

※
実

人
数

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

8
7

1
7

4
2

6
7

6
7

6
4

1
1

,6
9

5
1

6
0

2
2

3
7

6
6

(9
1

)
(1

5
8

)
(2

8
)

(7
7

3
)

(6
0

2
)

(1
,6

5
2

)
(2

)
(2

)
(0

)
(2

1
)

(2
6

)
(5

1
)

注
4

4
6

1
2

1
2

0
8

8
2

7
0

　
（

　
）

内
は

令
和

６
年

６
月

１
日

現
在

の
数

値
で

あ
る

。

(9
)

(4
1

)
(1

1
)

(1
2

2
)

(7
5

)
(2

5
8

)

3
2

0
1

1
8

2
4

　
②

　
企

業
規

模
別

の
雇

用
状

況
※

実
人

数
(3

)
(2

)
(0

)
(1

0
)

(6
)

(2
1

)

1
9

1
5

6
6

1
1

2
8

(2
)

(9
)

(1
)

(5
9

)
(5

7
)

(1
2

8
)

1
6

5
7

1
0

2
2

2
1

6
2

4
6

7
6

1
8

1
9

2
6

6
1

8
3

(1
7

)
(5

2
)

(1
2

)
(2

1
4

)
(1

3
7

)
(4

3
2

)
(5

)
(1

8
)

(1
)

(9
1

)
(7

1
)

(1
8

6
)

4
9

7
3

1
1

3
1

6
2

7
5

7
2

4
1

1
0

4
2

8

(5
2

)
(6

5
)

(1
0

)
(3

2
1

)
(2

7
9

)
(7

2
7

)
(1

)
(1

)
(0

)
(4

)
(2

)
(8

)

1
1

1
4

3
9

6
6

8
1

9
2

0
0

0
2

3
5

(9
)

(1
0

)
(3

)
(9

7
)

(6
6

)
(1

8
5

)
(0

)
(1

)
(0

)
(5

)
(1

)
(7

)

1
0

1
3

1
7

9
8

1
1

8
4

1
0

0
6

1
4

2
1

(1
1

)
(1

4
)

(2
)

(8
1

)
(7

5
)

(1
8

3
)

(1
)

(0
)

(0
)

(5
)

(1
5

)
(2

1
)

1
1

7
1

5
4

5
5

1
2

8
3

4
0

1
0

7
2

4

(2
)

(1
7

)
(1

)
(6

0
)

(4
5

)
(1

2
5

)
(3

)
(5

)
(0

)
(1

7
)

(9
)

(3
4

)

注
 

　
１

（
5

）
①

の
表

と
同

じ
。

0
7

0
2

4
3

0
6

1

(1
)

(8
)

(1
)

(2
4

)
(3

1
)

(6
5

)

0
0

0
1

7
1

3
3

0

(0
)

(0
)

(0
)

(1
6

)
(1

3
)

(2
9

)

6
2

6
7

1
1

2
9

1
2

1
2

6
4

3

(5
7

)
(5

9
)

(1
3

)
(2

9
2

)
(2

0
6

)
(6

2
7

)

1
1

0
3

1
3

5
6

8

(3
)

(0
)

(0
)

(3
0

)
(2

5
)

(5
8

)

4
1

2
1

6
7

5
6

1
4

0

(4
)

(1
1

)
(1

)
(6

3
)

(5
5

)
(1

3
4

)

0
1

0
1

4
9

2
4

(0
)

(1
)

(0
)

(1
4

)
(1

0
)

(2
5

)

注
 

　
１

（
5

）
①

の
表

と
同

じ
。

　
そ

の
他

の
産

業
に

は
、

「
農

、
林

、
漁

業
」

､
「

鉱
業

，
採

石
業

，
砂

利
採

取
業

」
及

び
「

電
気

・
ガ

ス
・

熱
供

給
・

水
道

業
」

が
含

ま
れ

る
。

学
術

研
究

，
専

門
・

技
術

サ
ー

ビ
ス

業

宿
泊

業
，

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業

生
活

関
連

サ
ー

ビ
ス

業
，

娯
楽

業

教
育

，
学

習
支

援
業

医
療

，
福

祉

複
合

サ
ー

ビ
ス

事
業

サ
ー

ビ
ス

業

そ
の

他
の

産
業

区
分

民
間

企
業

区
分

4
0

.0
～

1
0

0
人

未
満

1
0

0
～

3
0

0
人

未
満

3
0

0
～

5
0

0
人

未
満

5
0

0
～

1
,0

0
0

人
未

満

1
,0

0
0

人
以

上

　
「

身
体

障
害

者
計

」
欄

に
は

、
種

類
別

の
身

体
障

害
者

数
に

つ
い

て
未

記
入

の
場

合
は

含
ま

れ
な

い
。

視
覚

障
害

者
聴

覚
又

は

平
衡

機
能

障
害

者

音
声

・
言

語
・

そ
し

ゃ
く

機
能

障
害

者

障
害

者
の

雇
用

の
促

進
等

に
関

す
る

法
律

別
表

に
掲

げ
る

種
類

別
の

身
体

障
害

者
数

障
害

者
の

雇
用

の
促

進
等

に
関

す
る

法
律

別
表

に
掲

げ
る

種
類

別
の

身
体

障
害

者
数

肢
体

不
自

由
者

聴
覚

又
は

平
衡

機
能

障
害

者

視
覚

障
害

者
音

声
・

言
語

・

そ
し

ゃ
く

機
能

障
害

者

身
体

障
害

者
計

肢
体

不
自

由
者

内
部

障
害

者
身

体
障

害
者

計

内
部

障
害

者

不
動

産
業

，

物
品

賃
貸

業

障
害

者
の

雇
用

の
促

進
等

に
関

す
る

法
律

別
表

に
掲

げ
る

種
類

別
の

身
体

障
害

者
数

視
覚

障
害

者
聴

覚
又

は

平
衡

機
能

障
害

者

音
声

・
言

語
・

そ
し

ゃ
く

機
能

障
害

者

肢
体

不
自

由
者

内
部

障
害

者
身

体
障

害
者

計

製
造

業

情
報

通
信

業

運
輸

業
，

郵
便

業

卸
売

業
，

小
売

業

金
融

業
，

保
険

業

区
分

建
設

業
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２
．

地
方

公
共

団
体

の
機

関
に

お
け

る
在

職
状

況

（
１

）
県

等
の

機
関

　
（

法
定

雇
用

率
2

.8
％

）

　
①

　
概

況

①
②

④
⑤

⑥

H
．

計

Ａ
×

２
＋

Ｂ
＋

Ｃ
＋

Ｄ
×

0
.5

＋

Ｅ
＋

Ｆ
＋

Ｇ
×

0
.5

Ｉ
．

う
ち

新
規

雇
用

分

機
関

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

％
機

関
％

4
6

,9
7

2
.5

4
1

4
5

0
1

3
3

6
6

0
1

8
4

.5
1

2
.0

2
.6

5
2

5
0

.0

(4
)

(6
,3

3
3

.0
)

(4
6

)
(5

)
(5

6
)

(1
4

)
(3

1
)

(5
)

(1
)

(1
9

6
.5

)
(1

7
.5

)
(3

.1
0

)
(4

)
(1

0
0

.0
)

注
 1 2 3 4 5 6

　
②

　
障

害
種

別
在

職
状

況

ｇ
．

う
ち

新
規

雇
用

分

ｇ
．

う
ち

新
規

雇
用

分

ｇ
．

う
ち

新
規

雇
用

分

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

1
8

4
.5

4
0

4
4

4
1

1
0

1
3

3
.5

0
.0

1
0

6
2

0
9

.0
4

.0
3

6
6

0
4

2
.0

8
.0

(1
9

6
.5

)
(4

6
)

(5
)

(5
0

)
(1

1
)

(1
)

(1
5

3
.0

)
(9

.0
)

(0
)

(0
)

(6
)

(3
)

(0
)

(7
.5

)
(1

.5
)

(3
1

)
(5

)
(0

)
(3

6
.0

)
(7

.0
)

注
 1 2 3 4 5 6

ａ
．

重
度

身
体

障
害

者

ｆ
．

計

a×
2

＋
b

＋
c＋

(d
+

e)
×

0
.5

ｄ
．

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

勤
務

職
員

機
関

数
法

定
雇

用
障

害

者
数

の
算

定
の

基
礎

と
な

る
職

員
数

Ａ
．

重
度

身
体

障
害

者
及

び
重

度
知

的
障

害
者

ｃ
．

重
度

以
外

の
知

的
障

害
者

ｂ
．

重
度

身
体

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
勤

務
職

員

ｃ
．

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

ａ
．

重
度

知
的

障
害

者

ｂ
．

重
度

知
的

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
勤

務
職

員

Ｂ
．

重
度

身
体

障
害

者
及

び
重

度
知

的
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

勤
務

職
員

Ｃ
．

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

及
び

知
的

障
害

者

Ｄ
．

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

及
び

知
的

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
勤

務
職

員

Ｅ
．

精
神

障
害

者

Ｆ
．

精
神

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
勤

務
職

員

Ｇ
．

重
度

身
体

障
害

者
、

重
度

知
的

障
害

者
及

び
精

神
障

害
者

で
あ

る
特

定
短

時
間

勤
務

職
員

③
知

的
障

害
者

の
数法

定
雇

用
率

達

成
機

関
の

数

ｆ
．

計

a×
2

＋
b

＋
c＋

(d
+

e)
×

0
.5

④
精

神
障

害
者

の
数

ｅ
．

重
度

身
体

障
害

者
で

あ
る

特
定

短
時

間
勤

務
職

員

ｅ
．

重
度

知
的

障
害

者
で

あ
る

特
定

短
時

間
勤

務
職

員

ｅ
．

精
神

障
害

者
で

あ
る

特
定

短
時

間
勤

務
職

員

実
雇

用
率

H
÷

②
×

1
0

0

法
定

雇
用

率
達

成
機

関
の

割
合

ｄ
．

精
神

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
勤

務
職

員

ｆ
．

計

c＋
d

＋
e×

0
.5

ｃ
．

精
神

障
害

者

ｄ
．

重
度

以
外

の
知

的
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

勤
務

職
員

②
身

体
障

害
者

の
数

　
②

欄
の

「
法

定
雇

用
障

害
者

数
の

算
定

の
基

礎
と

な
る

職
員

数
」

と
は

、
職

員
総

数
か

ら
除

外
職

員
数

及
び

除
外

率
相

当
職

員
数

（
旧

除
外

職
員

が
職

員
総

数
に

占
め

る
割

合
を

元
に

設
定

し
た

除
外

率
を

乗
じ

て
得

た
数

）

を
除

い
た

職
員

数
で

あ
る

。

　
法

令
上

、
③

Ａ
欄

の
「

重
度

身
体

障
害

者
及

び
重

度
知

的
障

害
者

」
に

つ
い

て
は

、
１

人
を

２
人

に
相

当
す

る
も

の
と

し
て

お
り

、
H

欄
の

計
を

算
出

す
る

に
当

た
り

ダ
ブ

ル
カ

ウ
ン

ト
を

行
い

、
Ｄ

欄
の

「
重

度
以

外
の

身

体
障

害
者

及
び

知
的

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
勤

務
職

員
」

及
び

G
欄

の
「

重
度

身
体

障
害

者
、

重
度

知
的

障
害

者
及

び
精

神
障

害
者

で
あ

る
特

定
短

時
間

勤
務

職
員

」
に

つ
い

て
は

、
１

人
を

0
.5

人
に

相
当

す
る

も
の

と
し

て
お

り
、

H
欄

の
計

を
算

出
す

る
に

当
た

り
0

.5
カ

ウ
ン

ト
と

し
て

い
る

。

　
た

だ
し

、
Ｂ

欄
の

「
重

度
身

体
障

害
者

及
び

重
度

知
的

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
勤

務
職

員
」

及
び

Ｆ
欄

の
「

精
神

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
勤

務
職

員
」

に
つ

い
て

は
、

１
人

を
１

カ
ウ

ン
ト

と
し

て
い

る
。

　
Ａ

、
Ｃ

、
Ｅ

欄
は

１
週

間
の

所
定

労
働

時
間

が
3

0
時

間
以

上
の

職
員

、
B

、
D

、
Ｆ

欄
は

１
週

間
の

所
定

労
働

時
間

が
2

0
時

間
以

上
3

0
時

間
未

満
の

職
員

、
Ｇ

欄
は

１
週

間
の

所
定

労
働

時
間

が
1

0
時

間
以

上
2

0
時

間
未

満
の

職
員

で
あ

る
。

　
Ｉ

欄
の

「
う

ち
新

規
雇

用
分

」
は

、
当

該
年

の
前

年
の

６
月

２
日

か
ら

当
該

年
の

６
月

１
日

ま
で

の
１

年
間

に
新

規
に

雇
い

入
れ

ら
れ

た
障

害
者

数
で

あ
る

。

　
（

　
）

内
は

令
和

６
年

６
月

１
日

現
在

の
数

値
で

あ
る

。

　
長

崎
県

病
院

企
業

団
は

、
県

の
機

関
で

は
な

く
、

地
方

自
治

法
第

１
条

の
３

第
B

項
に

よ
る

と
こ

ろ
の

特
別

地
方

公
共

団
体

(地
方

公
共

団
体

の
組

合
）

で
あ

る
。

区
分

県
等

の
機

関

区
分

県
等

の
機

関

③
障

害
者

の
数

① 障
害

者
の

数

　
①

欄
の

「
障

害
者

の
数

」
と

は
②

③
④

ｆ
欄

の
計

で
あ

る
。

　
②

③
ａ

欄
の

重
度

障
害

者
に

つ
い

て
は

法
令

上
、

１
人

を
２

人
に

相
当

す
る

も
の

と
し

て
お

り
、

②
③

ｆ
欄

の
計

を
算

出
す

る
に

当
た

り
ダ

ブ
ル

カ
ウ

ン
ト

と
し

て
い

る
。

　
法

令
上

②
③

ｄ
欄

の
重

度
以

外
の

身
体

障
害

者
及

び
知

的
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

勤
務

職
員

並
び

に
②

③
④

ｅ
欄

の
重

度
身

体
障

害
者

、
重

度
知

的
障

害
者

及
び

精
神

障
害

者
で

あ
る

特
定

短
時

間
勤

務
職

員
に

つ
い

て
は

、

１
人

を
0

.5
人

に
相

当
す

る
も

の
と

し
て

お
り

、
②

③
④

ｆ
欄

の
計

を
算

出
す

る
に

当
た

り
0

.5
カ

ウ
ン

ト
と

し
て

い
る

。

　
た

だ
し

、
②

③
ｂ

欄
及

び
④

ｄ
欄

の
重

度
身

体
障

害
者

、
重

度
知

的
障

害
者

及
び

精
神

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
勤

務
職

員
に

つ
い

て
は

、
１

人
を

１
カ

ウ
ン

ト
と

し
て

い
る

。

　
②

③
の

ａ
欄

及
び

②
③

④
の

ｃ
欄

は
１

週
間

の
所

定
労

働
時

間
が

3
0

時
間

以
上

の
職

員
、

②
③

の
ｂ

欄
及

び
②

③
④

の
ｄ

欄
は

１
週

間
の

所
定

労
働

時
間

が
2

0
時

間
以

上
3

0
時

間
未

満
の

職
員

、
②

③
④

の
ｅ

欄
は

１
週

間
の

所
定

労
働

時
間

が
1

0
時

間
以

上
2

0
時

間
未

満
の

職
員

で
あ

る
。

　
②

③
④

ｇ
欄

の
「

う
ち

新
規

雇
用

分
」

は
当

該
年

の
前

年
の

６
月

２
日

か
ら

当
該

年
の

６
月

１
日

ま
で

の
１

年
間

に
新

規
に

雇
い

入
れ

ら
れ

た
障

害
者

数
で

あ
る

。

 　
（

　
）

内
は

令
和

６
年

６
月

１
日

現
在

の
数

値
で

あ
る

。

18



（
２

）
市

町
の

機
関

　
（

法
定

雇
用

率
2

.8
％

）
　

　
①

　
概

況

①
②

④
⑤

⑥

H
．

計

Ａ
×

２
＋

Ｂ
＋

Ｃ
＋

Ｄ
×

0
.5

＋

Ｅ
＋

Ｆ
＋

Ｇ
×

0
.5

Ｉ
．

う
ち

新
規

雇
用

分

機
関

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

％
機

関
％

2
6

1
6

,5
0

6
.0

1
0

0
2

1
7

7
7

8
7

7
4

4
7

8
.5

3
6

.5
2

.9
0

2
2

8
4

.6

(2
6

)
(1

6
,1

8
0

.5
)

(1
0

1
)

(2
)

(1
7

9
)

(8
)

(8
0

)
(1

0
)

(2
)

(4
7

8
.0

)
(5

6
.0

)
(2

.9
5

)
(2

3
)

(8
8

.5
)

注
 

　
2

（
１

）
①

の
表

と
同

じ

　
②

　
障

害
種

別
在

職
状

況

ｇ
．

う
ち

新
規

雇
用

分

ｇ
．

う
ち

新
規

雇
用

分

ｇ
．

う
ち

新
規

雇
用

分

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

4
7

8
.5

1
0

0
2

1
6

7
6

2
3

7
3

.0
2

2
.0

0
0

1
0

1
0

1
0

.5
1

.0
8

7
7

2
9

5
.0

1
3

.5

(4
7

8
.0

)
(1

0
1

)
(2

)
(1

6
6

)
(7

)
(0

)
(3

7
3

.5
)

(2
4

.5
)

(0
)

(0
)

(1
3

)
(1

)
(1

)
(1

4
.0

)
(7

.0
)

(8
0

)
(1

0
)

(1
)

(9
0

.5
)

(2
4

.5
)

注
 

　
2

（
１

）
②

の
表

と
同

じ

④
精

神
障

害
者

の
数

ｅ
．

重
度

身
体

障
害

者
で

あ
る

特
定

短
時

間
勤

務
職

員

ｅ
．

重
度

知
的

障
害

者
で

あ
る

特
定

短
時

間
勤

務
職

員

ｅ
．

精
神

障
害

者
で

あ
る

特
定

短
時

間
勤

務
職

員

ｄ
．

重
度

以
外

の
知

的
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

勤
務

職
員

③
知

的
障

害
者

の
数

ｂ
．

重
度

知
的

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
勤

務
職

員

ｃ
．

重
度

以
外

の
知

的
障

害
者

ｆ
．

計

a×
2

＋
b

＋
c＋

(d
+

e)
×

0
.5

ｃ
．

精
神

障
害

者

ｆ
．

計

c＋
d

＋
e×

0
.5

ｄ
．

精
神

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
勤

務
職

員

ｆ
．

計

a×
2

＋
b

＋
c＋

(d
+

e)
×

0
.5

ａ
．

重
度

知
的

障
害

者

ｃ
．

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

③
障

害
者

の
数

実
雇
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　公的機関の状況

（１）県等の機関の状況　（法定雇用率2.8％）

機関名
①　法定雇用障害者数の

算定の基礎となる職員数

②

障害者の数

③

実雇用率

④

不足数
備考

合　　　計 6,972.5 184.5 2.65 13.0

長崎県 4,566.0 128.0 2.80 0.0

長崎県交通局 260.0 3.0 1.15 4.0

長崎県警察本部 504.0 17.5 3.47 0.0

長崎県病院企業団 1,642.5 36.0 2.19 9.0

注　1

2

3

（２）市町の機関の状況（法定雇用率2.8％）

機関名
①　法定雇用障害者数の

算定の基礎となる職員数

②

障害者の数

③

実雇用率

④

不足数
備考

合　　　計 16,506.0 478.5 2.90 5.0

長崎市 3,683.0 107.0 2.91 0.0 特例認定あり（注４）

佐世保市 2,785.5 79.5 2.85 0.0 特例認定あり（注４）

島原市 489.0 12.0 2.45 1.0 特例認定あり（注４）

諫早市 1,375.0 40.0 2.91 0.0 特例認定あり（注４）

大村市 1,268.0 38.0 3.00 0.0 特例認定あり（注４）

平戸市 764.5 23.0 3.01 0.0 特例認定あり（注４）

松浦市 448.0 10.0 2.23 2.0 特例認定あり（注４）（注６）

対馬市 588.0 20.0 3.40 0.0 特例認定あり（注４）

壱岐市 688.5 24.0 3.49 0.0 特例認定あり（注４）

五島市 700.0 24.0 3.43 0.0 特例認定あり（注４）

西海市 588.5 17.0 2.89 0.0 特例認定あり（注４）

雲仙市 639.0 18.0 2.82 0.0 特例認定あり（注４）

南島原市 637.5 17.0 2.67 0.0 特例認定あり（注４）

長与町 247.0 9.0 3.64 0.0

時津町 207.0 5.0 2.42 0.0

東彼杵町 148.0 4.5 3.04 0.0

川棚町 102.0 2.0 1.96 0.0

波佐見町 157.0 4.0 2.55 0.0

小値賀町 169.0 6.0 3.55 0.0

佐々町 164.5 3.0 1.82 1.0 （注７）

新上五島町 239.0 6.0 2.51 0.0

時津町教育委員会 55.5 1.0 1.80 0.0

佐々町教育委員会 66.5 0.0 0.00 1.0

新上五島町教育委員会 42.0 1.5 3.57 0.0

大村市競艇企業局 191.0 6.0 3.14 0.0

島原地域広域市町村圏組合 63.0 1.0 1.59 0.0

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数に占める割合を元

に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計である。法令上、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障

害者については、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間勤務職員並びに重度身体障

害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間勤務職員については、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。

　ただし、重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間勤務職員については、１人を1カウントとしている。

　④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、これが0.0

となることをもって法定雇用率達成となる。

　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。
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注　1

2

3

4

5

6

7

　　　　特例認定一覧

認定地方機関(Ａ)

長崎市

佐世保市 佐世保市教育委員会・佐世保市水道局

島原市 島原市教育委員会

諫早市 諫早市教育委員会・諫早市上下水道局

大村市 大村市教育委員会・大村市水道局

平戸市 平戸市教育委員会

松浦市 松浦市教育委員会

対馬市 対馬市教育委員会

壱岐市 壱岐市教育委員会

五島市 五島市教育委員会

西海市 西海市教育委員会

雲仙市 雲仙市教育委員会

南島原市 南島原市教育委員会

（３）法定雇用率2.7％が適用される教育委員会の状況（法定雇用率2.7％）

機関名
①　法定雇用障害者数の

算定の基礎となる職員数

②

障害者の数

③

実雇用率

④

不足数
備考

合計 11,214.0 192.5 1.72 109.5

長崎県教育委員会 11,214.0 192.5 1.72 109.5

注　  　（１）　の表と同じ

（４）地方独立行政法人等の状況（法定雇用率2.8％）

法人名
①　法定雇用障害者数の

算定の基礎となる労働者数

②

障害者の数

③

実雇用率

④

不足数
備考

合　　　計 5,572.5 164.0 2.94 0.0

国立大学法人長崎大学 3,356.0 97.0 2.89 0.0

地方独立行政法人長崎市立病院機構 832.0 25.5 3.06 0.0

長崎県公立大学法人 232.0 6.0 2.59 0.0

地方独立行政法人北松中央病院 196.0 5.0 2.55 0.0

地方独立行政法人佐世保市総合医療センター 956.5 30.5 3.19 0.0

注　 1

2

3

　佐々町においては、10月1日時点において、障害者の数5.0人。実雇用率3.01％。不足数0.0人となっている。

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数に占める割合を元

に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計である。法令上、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障

害者については、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間勤務職員並びに重度身体障

害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間勤務職員については、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。

　ただし、重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間勤務職員については、１人を1カウントとしている。

　④欄の「不足数」とは、①欄の労働者数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、これが

0.0となることをもって法定雇用率達成となる。

　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

長崎市教育委員会・長崎市上下水道局

　④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、これが0.0

となることをもって法定雇用率達成となる。

　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

みなされることとなる機関(Ｂ)

　注4の機関は、特例認定を受けている。

　特例認定とは、地方公共団体の機関(Ａ)及び当該Ａ機関と人的関係が緊密である等の機関(Ｂ)の申請に基づき、厚生労働大臣の認定を受けた場合に、当

該Ｂ機関に勤務する職員を当該Ａ機関に勤務する職員とみなすものである。

　市町の機関において、職員数が36.0人未満であり、障害者の雇用義務の発生していない機関については、掲載していない。

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数（対象障害者が就業することが困難であると認められ

る職種が相当の割合を占める業種について定められた率を乗じて得た数）を除いた労働者数である。

　松浦市においては、12月1日時点において、障害者の数12.0人。実雇用率2.67％。不足数0.0人となっている。

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計である。法令上、短時間労働者以外の重度身体障害者及び重度知的障害

者については、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間労働者並びに重度身体障害

者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間労働者については、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。

　ただし、重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間労働者については、１人を１カウントとしている。
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